
このような事態が生じていたのは、同県において、設計変更に当たり、表土掘削に係る掘削土量の

設計数量の確認が十分でなかったことなどによると認められる。

（ 3） 補助の目的外に使用していたもの 1件 不当と認める国庫補助金 90,864,930円

航空機等購入費補助金により取得した航空機について、国の承認を受けずに、補助対象路

線以外の路線で運航し、当該運航等に伴い納付すべき国庫補助金相当額を国に納付してい

なかったもの （ 1件 不当と認める国庫補助金 90,864,930円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金相
当額

千円 千円 千円 千円
（235）国土交通

本省
日本エアコ
ミューター
株式会社

地域公共
交 通 維
持・活性
化推進

29 3,271,433
（3,271,433）

1,472,145 201,922
（201,922）

90,864

日本エアコミューター株式会社は、離島における住民の福祉の向上等のために、航空機 1機（以下

「本件航空機」という。）及び予備部品等を、3,271,433,600円（補助対象事業費同額。国庫補助金交付額

1,472,145,000円）で購入している。本件航空機が就航する航空路線は、補助金の交付がなかった場合、

事業が完了する平成 29年度以降の 3年間の各事業年度において経常損失が生ずることが見込まれる離

島に係る航空路線であることなどが条件となっている（以下、当該条件に該当する航空路線を「補助対

象路線」という。）。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）第 22条の規定等によれ

ば、補助事業者は、当該補助事業を所掌する各省各庁の長の承認を受けないで、補助事業により取得

した財産を補助金の交付の目的に反して使用するなどしてはならないこととされている。

一方、国土交通省は、「離島航空路線に係る機体補助対象航空機の目的外使用に関する審査要領」（平

成 15年国空事第 473号。以下「審査要領」という。）において、補助事業者が行うことができる補助対象路

線以外の路線における補助対象航空機の使用（以下「目的外使用」という。）に関する基準を次のとおり定

めている。

① 補助事業者が、補助対象路線の運航の前後の時間帯において目的外使用する場合、その他目的外

使用を実施させることが適当と認められる場合

② 補助事業者の保有する補助対象航空機以外の機材における予定外の機体整備、気象事由等により

補助対象路線以外の路線に遅延等が生ずるおそれが認められる場合に一時的に運航する場合（以下

「機材繰り運航」という。）

そして、審査要領によれば、国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、補助事業者から目的外使用に係

る申請があった場合には、目的外使用に供される運航時間の合計が、月間において補助対象路線の運

航時間の合計を上回らないことなどの要件を満たす場合に限り、これを認めることとされている。た

だし、②の機材繰り運航の実施により目的外使用に供される運航時間の合計が、月間において補助対

象路線の運航時間の合計を上回ることとなる場合には、その上回った運航時間に相当する国庫補助金

相当額を国に納付することを条件に目的外使用を承認することができることとされている。

同社は、本件航空機について、29年 10月から令和 5年 6月までの間
（注 1）

、補助対象路線である 12路線
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のほかに、補助対象路線以外の 11路線で運航していた。

しかし、この 11路線のうち、機材繰り運航の目的外使用に係る大臣の承認を受けて運航していた路

線は 4路線（以下「承認 4路線
（注 2）

」という。）のみであり、他の 7路線（以下「未承認 7路線
（注 3）

」という。）につい

ては、大臣の承認を受けずに運航していた。そして、その運航時間は計 1,306時間 8分（補助対象事業

費相当額計 191,425,371円、これに係る国庫補助金相当額計 86,141,395円）となっていた。

また、平成 30年 7月等
（注 4）

の各月については、未承認 7路線のうち 4路線（以下「未承認 4路線
（注 5）

」とい

う。）及び承認 4路線の計 8路線において機材繰り運航を実施しており、これにより目的外使用に供さ

れる運航時間の合計が、月間において、補助対象路線の運航時間の合計を上回っていた。

しかし、同社は、これらの上回っていた運航時間計 130時間 39分（補助対象事業費相当額計

15,510,479円）に相当する国庫補助金相当額計 6,979,712円を国に納付していなかった。

したがって、未承認 7路線の運航時間に係る補助対象事業費相当額 191,425,371円及び前記の 8路線

における機材繰り運航の実施により目的外使用に供される運航時間の合計が補助対象路線の運航時間

を上回った時間に相当する補助対象事業費相当額 15,510,479円の合計から未承認 4路線の運航時間に

係る補助対象事業費相当額の重複を除いた額計 201,922,125円は目的外使用に係る手続が適正でなく、

これに係る国庫補助金相当額 90,864,930円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同社において本件航空機の目的外使用に係る手続を適正に行う

ことについての理解が十分でなかったこと、国土交通省において目的外使用に係る手続を適正に行う

ことについての同社に対する指導が十分でなかったことなどによるものと認められる。

（注 1） 新型コロナウイルス感染症の影響により、諸外国から航空機の予備部品等の供給が停滞したため、整

備が滞っていた航空機の代替として本件航空機を補助対象路線以外の路線に運航させる臨機応変の機材

繰りを行わざるを得なかった期間と国土交通省が整理している令和 2年 2月から 5年 4月までの間を除

く。

（注 2） 承認 4路線 大阪国際＝但馬、出雲＝福岡、松山＝鹿児島、福岡＝鹿児島各路線

（注 3） 未承認 7路線 大阪国際＝屋久島、鹿児島＝奄美、鹿児島＝徳之島、奄美＝那覇、徳之島＝沖永良

部、沖永良部＝那覇、与論＝那覇各路線

（注 4） 平成 30年 7月等 平成 30年 7月、令和元年 7月、 8月、 9月、10月、11月、 2年 1月、 5年 5

月

（注 5） 未承認 4路線 大阪国際＝屋久島、鹿児島＝奄美、徳之島＝沖永良部、沖永良部＝那覇各路線

（ 4） 補助の対象とならないもの 1件 不当と認める国庫補助金 56,350,168円
砂防工事に関する事業の実施に当たり、交付の対象とならない国費率差額の交付を受けて
いたもの （ 1件 不当と認める国庫補助金 56,350,168円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（236）青 森 県 青 森 県 防災・安

全交付金
（その他
総合的な
治水）

平成30～
令和 3

1,439,085
（1,439,085）

822,928 56,350
（56,350）

56,350
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